
大分県特定災害対策緊急資金助成要綱による被害農林漁業者等に対する資金の融通に

関する事務取扱要領 
 
大分県特定災害対策緊急資金助成要綱（以下、「要綱」という。）による特定災害対策緊急資金の

融通事務を円滑にするため、その取扱いについて必要な事項を定める。 
 
第１ 特定災害の指定 

知事は、次のいずれか該当するときは、要綱第２に規定する知事が指定する特定災害（以下「特

定災害」という。）に指定するものとする。 

１ 災害の発生等により農林漁業者に被害が生じ、その被害見込額が多額に上ると見込まれる場合 
２ 市町村長から第２の２に規定する特定災害指定要望書の提出があり、調査の結果、特定災害と

して指定することが適当であると認められる場合 
３ 要綱第２の１に規定する社会的又は経済的環境の変化にあっては、前２項に規定する場合の

他、資材又は農林水産物の価格変動等が農林漁業経営に著しい支障を及ぼすと見込まれる場合 

 
第２ 特定災害指定要望手続き 
１ 市町村長は、災害の発生等により農林漁業者に被害が生じた場合において、その被害の程度を

鑑み、特定災害として指定することが適当であると判断したときは、知事に対し、その旨を要望

することができる。 

２ 前項の要望は、特定災害指定要望書（様式第１号）をその被害発生から概ね３ヶ月以内に知事

に提出することにより行うものとする。 

ただし、被害が甚大である等特別な事由により調査に日時を要し、当該期限内に提出できない

ときは、その旨を連絡し、知事の指示を受けるものとする。 
 
第３ 被害の認定等 
１ 特定災害対策緊急資金の融通を受けようとする者（以下「借入希望者」という。）は、市町村

長に対し被災証明書（参考様式）又は被災の事実を証明する書類の交付を要求するものとする。 

２ 市町村長は、前項の要求があったときは、速やかにその実情を調査し、妥当と判断される場合

は被災証明書を交付するものとする。 

 
第４ 借入申込み 
１ 大分県農業近代化資金 

借入希望者は特定災害対策緊急資金を借り受けようとする場合は大分県農業経営改善関係資

金運営要領及び大分県農業近代化資金事務処理要領（以下「農業近代化要領」という。）に定め

る様式の右上余白に「特定災害」と朱書きし、被災証明書（天災被害用、参考様式１）若しくは

経済的損失に係る影響状況確認票（天災被害以外の農・漁業近代化資金用、参考様式２）又は経

済的損失の事実を証明する書類及び災害資金細部調書（長期運転資金に限る。様式第２号）その

他特定災害に応じ知事が指定する書類（以下「被災証明書等」という。）を添付して取扱融資機

関に申し込むものとする。 
２ 大分県漁業近代化資金 

借入希望者は特定災害対策緊急資金を借り受けようとする場合は大分県漁業近代化資金の融

通に関する措置要綱（以下「漁業近代化要綱」という。）に定める様式の右上余白に「特定災害」

と朱書きし、被災証明書等を添付して取扱融資機関に申し込むものとする。 
３ 農林漁業施設資金 

借入希望者は、特定災害対策緊急資金を借り受けようとする場合は株式会社日本政策金融公

庫（以下「公庫」という。）が規定する書類にて取扱融資機関に申し込むものとする。 



４ 農林漁業セーフティネット資金 
借入希望者は、特定災害対策緊急資金を借り受けようとする場合は公庫が規定する書類にて

取扱融資機関に申し込むものとする。 
第５ 利子補給及び利子助成承認申請手続き 
１ 農業近代化資金 
（１）第４の１に規定する書類を受理した取扱融資機関は、内容を審査のうえ適正と認めたとき

は、当該書類とともに利子補給承認申請書（様式第３号）及び農業近代化要領に定められた利

子補給申請書を市町村長に提出するものとする。 
なお、当該借入につき債務保証を希望する場合は、上記書類とともに債務保証に必要な書類

を大分県農業信用基金協会に提出するものとする。 
（２）前号の書類の提出を受けた市町村長は、内容を審査のうえ適正と認めたときは、同号の提出

書類とともに利子補給・助成に係る確約書（様式第４号）を振興局長に提出するものとする。 
（３）前号の書類の提出を受けた振興局長は、地方審査会（大分県農業制度資金地方審査会設置要

領第１に規定する地方審査会をいう。以下同じ。）の意見を聴き適正と認めたときは、前 2 号

の書類を団体指導･金融課長に送付するものとする。 
（４）前号の書類の提出を受けた団体指導・金融課長は、内容を審査のうえ諾否を決定し承認した

ときは、利子補給承認通知書（様式第５号）を作成し、振興局長、市町村長、取扱金融機関及

び大分県農業信用基金協会に送付するものとする。 
２ 漁業近代化資金 
（１）第４の２に規定する書類を受理した取扱融資機関は、内容を審査のうえ適正と認めたとき

は、当該書類とともに利子補給承認申請書（様式第３号）及び漁業近代化要綱に定められた利

子補給申請書を市町村長に提出するものとする。 
なお、当該借入につき債務保証を希望する場合は、上記書類とともに債務保証に必要な書類

を全国漁業信用基金協会大分支所に提出するものとする。 
（２）前号の書類の提出を受けた市町村長は、内容を審査のうえ適正と認めたときは、前号の提出

書類とともに利子補給・助成に係る確約書（様式第４号）を振興局長に提出するものとする。 
（３）前号の書類の提出を受けた振興局長は、前 2 号の書類を団体指導･金融課長に送付するもの

とする。 
（４）前号の書類の提出を受けた団体指導・金融課長は、内容を審査のうえ諾否を決定し承認した

ときは、利子補給承認通知書（様式第５号）を作成し、振興局長、市町村長、取扱金融機関及

び全国漁業信用基金協会大分支所に送付するものとする。 
３ 農林漁業施設資金及び農林漁業セーフティネット資金 
（１）第４の３又は第４の４に規定する書類を提出した借入希望者は、取扱金融機関から融資決定

を受けた後、当該書類とともに利子助成承認申請書（様式第６号－１）及び融資決定通知書等

の写しを、市町村長に提出するものとする。 
（２）前号の書類の提出を受けた市町村長は、内容を審査のうえ適正と認めたときは、同号の提出

書類とともに利子助成承認申請書（様式第６号－２）及び利子補給・助成に係る確約書（様式

第４号）を振興局長に提出するものとする。 
（３）前号の書類の提出を受けた振興局長は、農業に係る資金については地方審査会の意見を聴き

適正と認めた場合に、林業又は漁業に係る資金については提出後直ちに前 2 号の書類を団体指

導･金融課長に送付するものとする。 
（４）前号の書類の提出を受けた団体指導・金融課長は、内容を審査のうえ諾否を決定し承認した

ときは、利子助成承認通知書（様式第７号－１）を作成し、振興局長及び市町村長に送付する

ものとする。 
（５）市町村長は、前号の通知を受けたときは借入希望者に利子助成承認通知書（様式第７号－２）

を送付するものとする。 



 
第６ 貸付実行 
１ 第５の１（４）及び第５の２（４）の利子補給承認通知書を受理した金融機関は、貸付実行を

したときは貸付実行報告書（農・漁業近代化資金用、様式第８号）を作成し、貸付実行日の属す

る月の翌月の７日までに市町村長及び振興局長を経由して知事（団体指導・金融課）に提出する

ものとする。 
２ 第５の３（４）の利子助成承認通知書を受理した借入希望者で貸付実行を受けたもの（以下「公

庫資金借受者」という。）は、貸付実行報告書（公庫資金用、様式第９号）を作成し、貸付実行

日の属する月の翌月の末日までに市町村及び振興局を経由して知事（団体指導・金融課）に提出

するものとする。 
 
第７ 公庫資金に係る事業実施報告等 

１ 公庫資金借受者は、利子助成承認のあった事業について、貸付実行後６月以内に事業を完了し

なければならない。 

ただし、あらかじめ知事の承認を得た場合はこの限りでない。 

２ 公庫資金借受者は、利子助成承認に係る事業が完了したときは、事業完了報告書（公庫資金用、

様式第 10 号）を作成し、事業完了日の属する月の翌月の末日までに市町村長及び振興局長を経

由して知事（団体指導・金融課）に提出するものとする。  

３ 公庫資金借受者は、利子助成の決定後、利子助成期間内において、対象資金に係る特例償還そ

の他利子助成承認事項の内容に変更（軽微な変更を除く。）が生じたときは、特例償還等報告書

（公庫資金用、様式第 11 号）を速やかに市町村長及び振興局長を経由して知事（団体指導・金

融課）に提出するものとする。 

 
第８  その他 

その他必要な事項は必要に応じ定め、通知するものとする。 
 
附則 この要領は、平成１９年 ７月２５日から適用する。 
 
附則 この要領は、平成２０年１０月１日から適用する。 

 

附則 この要領は、令和３年４月１日から適用する。 

 

附則 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附則 この要領は、令和５年４月１日から施行する。 


